
緊急事態宣言下の営業について 

令和 2年 4月 17日 

 

新型コロナウイルスの感染拡大が収まらない現在、ご家庭でもマスクの装着や手洗いの励行、 

不要不急の外出自粛など感染防止のご努力をされている最中だと思います。 

千葉県でも 4月 14日午前 0時から緊急事態宣言による営業自粛の要請が始まりました。 

 

当店の緊急事態宣言下の店舗営業に関してですがお客様のご要望やご意見を伺った結果、 

オートバイやスクーター・自転車など 3 密を避け感染防止に有用な移動手段として現在必要とされてい

る乗り物と考え、 

通常の営業を継続していきたいと考えております。 

 

当店でもマスクの着用や店内の消毒、店外でのお客様対応や 

イベント・走行会の自粛などの感染防止対策をしながらの営業を実施してまいります。 

 

最近、自宅に一緒にいるお子さんとサイクリングをしたいとご来店のお客様、 

通勤をスクーターに変えたいとのご相談や以前乗っていた自転車を整備して通勤や運動不足を解消した

いなど、 

オートバイやスクーター・自転車を感染防止や自粛のストレス解消に使いたいというご要望を多く頂き

ます。 

 

長引く新型コロナウイルスの感染拡大、これからもオートバイやスクーター・自転車を心身の健康を保

つために 

うまく活用して頂けたらと思います。どうぞお気軽にご相談ください。 

 

最後に、新型コロナウイルスの感染拡大の早い終息を心から祈っております。 

 

京都輪業商会（サイクルスポーツ京都） 

 

 

           

 


